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平成 31 年度 小規模地場産業持続・強化支援事業補助金 

募集のお知らせ 

１ 事業目的 

安価な輸入品の流入による長引く需要の低迷に加え、原材料の高騰等により経営状況の悪化が続く

中、県内でも特に規模や市場が小さい産地や伝統的工芸品産地等の維持と持続的な発展を図るため、

中小企業者及び中小企業者からなる企業グループ等の提案による効果的な取組等に要する経費の一

部を補助します。 

２ 事業の概要 

補助対象者 事業協同組合等（注１）や伝統的工芸品産地組合（注２）が組織されていない又は

組織されてはいるが事業所数が少ないなど、組織力が脆弱な新潟県内の地場産

地や工芸品産地等の中小企業者（注３）又は中小企業者で構成する企業グループ 

補助対象事業 原材料価格の高騰や内需低迷の影響による受注減、価格引下げの圧力等により、

経営が悪化している小規模な産地の中小企業者等が行う産地の維持と持続的発

展、経営基盤の維持・強化に向けた効果的な取組（注４） 

《取組の例示》 

・モノづくりに関する技術や加工工程の維持・改善・保存 

・産地維持のための人材育成、技能・事業継承、研修（注５） 

・新工程や新技術・商品の研究開発 

・産地の品質・製品ＰＲや販路維持、流通構造の見直し 
公募期間及び申

請方法 
・随時受付 
・事業提案できる数は、１団体当たり１件とします。（注６） 
・申請方法については、次ページをご覧ください。 

補助対象経費 対象経費詳細については、次ページをご覧ください。 
補助率 ２／３以内 
補助金額 １団体 3,000 千円以内 

ただし、予算の範囲内で調整を行うことがあります。 

事業期間 交付決定の日から平成 32年３月 31日まで 

ただし、交付決定日より前に着手した事業は対象となりません。 

注１：「事業協同組合等」とは、中小企業団体の組織に関する法律第３条第１項第１号、第２号、第６号、第７号、

第８号に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合とする。 

注２：「伝統的工芸品産地組合」とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、経済産業大臣により指定さ

れた伝統的工芸品の産地組合とする。 

注３：「中小企業者」とは、中小企業基本法第２条に規定するものとする。 
注４：本補助金とは別に、国又は新潟県（公益財団法人にいがた産業創造機構を含む。）から補助金等が支出されて

いる事業は、本補助金の対象外とします。 
注５：広く一般人を対象とした体験講座や一般的なビジネススキルの向上を図る取組は対象外とします。 

注６：一つの事業者が複数の団体の事業に参加する場合は、提案内容が明らかに異なる場合にのみ、それぞれの事業

にかかる当該事業者分の経費を補助対象経費として認めます。 
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３ 補助対象経費 

経 費 区 分 内      容 

謝 金 アドバイザーなどの謝金 

旅 費 アテンド職員旅費、アドバイザーなどの費用弁償旅費等 

会場借上料 研究会、展示商談会などの会場賃借料 

会場整備費 上記に係る会場設営費、装飾費、関連委託料 

通信運搬費 電話料、運送料、発送料など 

印刷製本費 チラシ、ポスター、ＤＭ等の作成費 

試作・改良費 新製品等の開発に係る経費 

消耗品費 取得価格５万円以内の消耗品（５万円を超えるものは補助対象外） 

設備、備品借上料 機械設備、事務用機器の借上料 

臨時職員給与費 市場調査等におけるアルバイト賃金 
その他特に必要と認める経費 内容については、事前に協議すること。 

 

４ 応募手続の概要 

（１）事業提案 

○提出書類 

 「小規模地場産業持続・強化支援事業補助金交付要綱」に定める 

 ・別記第１号様式申請書 

 ・別紙１「小規模地場産業持続・強化支援事業 実施計画書」 
 

 ※実施計画書には、様式に沿って、事業実施の必要性、事業に参加する事業者などを記載する 

とともに、需要拡大に向けたロードマップ、３年間の目標（受注額のほか、事業計画に応じて 

適宜）を設定してください。 

 ※なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 
 

○提出先 

 新潟県産業労働部商業・地場産業振興課地場産業振興室（詳細は「６お問い合わせ、事業計画

書等の提出先」参照）へ、上記必要書類を各１部提出（郵送又は持参）してください。 
  

○注意事項 

 小規模地場産業持続・強化支援事業補助金交付要綱第２条により、暴力団、暴力団員及びこ 

れらの者と社会的に非難されるべき関係を有する場合は、本事業に申請できません。 
 

《お願い》実施計画書の提出を検討している場合は、事前に事業概要等を連絡願います。     

 

（２）評価・審査、採択結果通知 （「５ 補助事業採択等の流れ」 を参照） 

提出された実施計画書は、外部有識者で構成される審査会において、ヒアリングを行い、採否

を決定します。 

〔ヒアリングの視点〕 

○ 目標（目標受注額、その他期待される成果や効果の内容） 

○ 事業の必要性・緊急性・即効性 

○ 取組内容と目的達成のための工夫 

○ 参加する中小企業者数及び産地内への波及 
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その後、審査会の評価結果を踏まえ、採否を通知します。 

なお、補助金の交付決定日より前に着手した事業は補助事業の対象外となりますので、ご注意 

ください。また、不採択理由についての問い合わせには応じられませんので予めご了承ください。 

 

（３）事業成果の報告 

本事業は、県内でも特に規模や市場が小さい産地や伝統的工芸品産地等の維持と持続的な発展を

図る事業であり、年度を単位とした補助事業完了後も事業目標の進捗、達成状況を６カ月毎２年間

報告していただく必要があります。 

 

（４）その他 

補助金の交付決定を受けた場合は、以下の事項の遵守義務が発生します。 

 １ 補助事業の内容を変更しようとする場合は事前に承認を得ること。 

 ２ 事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。 

 ３ 事業完了後、実績報告書を提出すること。 

 ４ 事業に係る支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の終了 

後５年間保存すること。 

  

なお、採択事業は事後に報告会を開催します。 

 

５ 補助事業採択等の流れ 

 

                ①実施計画の公募開始(３/27) 

             ②交付申請書・事業計画書等提出 

                  (随時) 

                 ③審査(必要に応じて訪問等) 

 

                ④事業採択・補助金交付決定通知 

                 （申請を受け付けた月の翌月末目途） 
                  

                ⑤事業実施状況の調査（随時） 

             

⑥補助事業実績報告書の提出 

                        ⑦額の確定 

                        ⑧補助金の支払 

             ⑨事業成果の継続報告（２年間） 

              

 

 

 

 
 
 
中小企業者又は 
中小企業者で 
構成する 

企業グループ 

 
 
 
    県 
（商業・地場産業

振興課） 
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６ お問い合わせ、事業計画書等の提出先 

受付時間は、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（土、日曜日及び祝日を除く。）です。 
 
 
 

 950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 

      新潟県産業労働部 商業・地場産業振興課 地場産業振興室 

       TEL 025-280-5243  FAX 025-280-5278 

       E-mail ngt050020@pref.niigata.lg.jp        


